
地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、静岡県知事から包括外部監査結果に

基づく措置進捗状況について通知があったので、次のとおり公表する。 

  令和元年７月19日                                       

                               静岡県監査委員  青 木 清 高 

                               静岡県監査委員  城 塚   浩 

                               静岡県監査委員  和 田 篤 夫 

                               静岡県監査委員  曳 田   卓 

１ 包括外部監査の特定事件 

  平成28年度 

  「債権管理の財務に関する事務の執行について」 

２ 措置進捗状況の内容 

  別冊のとおり

 

 



 

平成 28 年度包括外部監査結果に基づく措置進捗状況 

注１）表中「監査結果」欄の見出し記号は、H28年度包括外部監査結果報告書の記号を表記 

監査結果 措置の 

実施状況 

（区分） 

措 置 の 内 容 
方針決定予定時期 

・完了予定時期 
担当課 

区分 内容 
報告書の該
当ページ 

Ｂ 税外未収金 

１ 総論 

意見 

イ 徴収体制の強化等について 

正規職員の多くが、徴収業務と

他の業務を兼任しており、徴収業

務への従事経験がない職員も見受

けられた。 

税外未収金は、債権回収の態様

が様々で、特に、非強制徴収公債

権や私債権については、税との共

通点が少ないため、県内部に制度

に習熟した職員が少なく、債権管

理の水準を十分に確保できていな

い状況である。 

今後、県が収入未済額の縮減を

進めるに当たっては、税外未収金

全般の実務に通じた専門的な人材

を育成することが肝要である。 

具体的には、管財課に、県税や

他債権の徴収業務の経験がある再

任用職員等を配置し、当該職員が

専属で各部局の徴収業務の相談や

実際の徴収業務への同行、司法手

続の共同実施などの支援を行うこ

とで、実際の業務に従事しながら

ノウハウを蓄積していくことが可

能となると考える。 

また、平成28 年度から試行し

ている債権の共同管理の範囲を広

げていくことでも、上記と同様の

効果が得られると思われる。 

これらの取組により、実務に即

した共通マニュアルの整備、研

修、継続的な業務支援等、実際の

現場で使える形で、各部局へノウ

ハウを還元することが必要である

と考える。 

P41 
措 置

対応中 

 制度の目的、対象者等

が各債権で異なるため、

いずれの債権にも共通的

に対応するため、段階を

２つに分類した。 

 

【第１段階】 

債務者からの自主的な返

済を求める時期 

 

債務者が債務の発生原

因である制度の趣旨等を

理解、納得していること

が不可欠であり、そのた

めに、所管部局が貸付け

の募集時に実施する面談

等で制度説明を適切に行

うこと、また、審査や連

帯保証人の設定等につい

て、新たに債権管理マニ

ュアルに記載し、各所属

に周知した。 

滞納発生時には、制度

を熟知している所管部局

から債務者に対して、早

急かつ、丁寧に説明する

ことが必要不可欠である

ので、管財課はこの所管

部局からの働きかけにお

ける、催告方法などに関

して債権管理マニュアル

を整備するとともに、債

権管理研修を実施するな

ど、引き続き支援してい

く。 

H32.3 管財課 

 

 



 

【第２段階】 

 債務者による自主的な

返済が困難となり、解決

策の一つとして法的措置

の実施を検討する時期 

 

 訴訟手続は、債務の制

度に関係なく同一である

ことから、専門性を持っ

た職員による対応が効果

的であると考えられる。 

 

管財課で実施中の債権

の共同管理では、既定の

債権回収方法を実直に実

施することの効果が確認

でき、現在実施中の回収

方法の問題点や限界も把

握しつつある。 

 それを踏まえて、「第

１段階」の内容に関し

て、債権管理マニュアル

を改訂し、「第２段階」

の具体化として、法的措

置などを検討、調整して

いる。 

専門的職員の配置を含

めたマンパワーの充実に

ついては、上記の取組の

延長線において検討して

いく。 

なお、現状、専門性を

持った職員の育成とし

て、下記の研修等を実施

済である。 

 

①実務研修の開催 

 平成29年６月及び30年

６月に各所属の債権管理

担当者を対象に、強制徴

収できない債権の実務を

中心とした研修を行っ

 

 



 

た。 

 参加者：平成29年度63

人、平成30年度71人 

 

②税務研修への参加 

 強制徴収公債権の徴収

について徴収技術を向上

させるため、税務課の協

力を得て、各所属担当職

員が税務研修に参加し

た。平成29年６月20日に

富士財務事務所、６月22

日に静岡財務事務所にて

開催され、11人が参加し

た。 

 

③強制徴収公債権研修会

の開催 

 平成30年７月に強制徴

収公債権を所管する所属

の担当者を対象に、預金

調査における書類の記入

方法等の実践的な内容の

研修を税務課と協力して

行った。 

 参加者：32人 

 

また、専門性の補完と

して、各部局の債権管理

担当課長等が情報交換を

行う税外収入債権管理調

整会議において外部委託

の実績、効果を各部局に

説明した。 

 

 



 

意見 

オ 口座振替制度導入の推進につ

いて 

口座振替制度は、納入者が金融

機関に出向く手間を省き、納期限

の失念による未納などの人為的な

ミスを防止することができるな

ど、債権の納期内納付の推進に当

たって極めて有効な制度である

が、税外未収金については、一部

の債権のみへの導入にとどまって

いる。 

その要因として、現在は全ての

債権において、システム処理によ

る口座振替が可能となっているこ

とを各部局が知らないなど、周知

が十分に行き届いていないことが

推測される。 

口座振替制度の導入の促進によ

り、納期内納付率の向上が見込め

るだけでなく、督促事務等の業務

量減による債権管理事務の効率化

など多くの効果が見込めることか

ら、各債権の性質と導入効果を精

査した上で、全庁的に一層普及さ

せることが望ましいと考える。 

このために、制度の運用及びシ

ステムを所管する出納局が、口座

振替制度導入に係る具体的なマニ

ュアルの作成や相談対応などの支

援を積極的に行っていくことが必

要と考える。 

また、管財課においては、出納

局に協力して、税外未収金に係る

口座振替制度の導入について各部

局へ周知していくことでこれらの

取り組みが一層推進されるものと

考える。 

P43 
措 置

対応中 

現在、県税(自動車税、

個人事業税)、県営住宅使

用料、母子父子寡婦福祉

資金貸付金償還金、道路

占用料、高等学校授業

料、高等学校奨学金返還

金において、口座振替制

度が導入されている。 

 口座振替制度の導入に

より、納期内納付率の向

上等に一定の効果が認め

られると考えられること

から、各債権の性質と導

入効果を精査した上で、

平成 29 年度に制度導入の

ためのマニュアルを作成

した。今後も引き続き、

相談対応などの支援を行

っていく。 

 なお、県では現在マ

ルチペイメントネットワ

ークによる電子収納をは

じめ、クレジット決済、

コンビニ決済等の様々な

決済手段の導入を進めて

いる。今後は納期内納付

率の向上のため、口座振

替制度の導入支援と併

せ、利便性の高いキャッ

シュレス決済について検

討を行っていく。 

H32.3 
会 計 

指導課 

 

 



 

各部局の債権管理担当

課長等が情報交換を行う

税外収入債権管理調整会

議において、出納局と協

力して、現在は全ての債

権において、システム処

理による口座振替が可能

となっていることと具体

的な導入事例を周知し

た。 

また、債権管理マニュ

アルに、未収金発生の未

然防止策として口座振替

導入が有効であることを

新たに記載し、具体的な

事例における導入スケジ

ュールや効果について周

知した。 

管財課 

Ｂ 税外未収金 

３ 土地貸付料 

意見 

イ 貸付料の納付方法について 

土地貸付料は年１回の前払いが

基本とされ、納期限を過ぎて納入

した場合及び分割納付する場合の

いずれも、貸付年度中に支払いを

完了しても遅延損害金を徴収して

いる。年額を一括前払いする制度

が資力の乏しい契約者にとって納

期内納付が叶わない一因であるこ

とが推測されるため、収入未済金

及び納期後納付に伴う遅延損害金

の発生を抑制するために、年一括

納付が困難な契約者にも配慮し

て、契約上も分納を認めることを

検討すべきである。 

Ｐ55 
措 置 

完 了 

平成 31 年度からの貸付

契約更新に合わせ、希望者

には年６回を上限とする分

割納付を認める契約をす

る。対象者に通知済。 

 管財課 

意見 

エ 連帯保証人の設定又は担保の

提供の検討について 

本来、契約者に対して、連帯保

証人を付けること又は担保の提供

を要求すべきであると考える。本

件については、収入未済となって

いるケースに限定して、定期的な

Ｐ56 
措 置 

完 了 

契約当初になかった連帯

保証人の設定又は担保の設

定に際しては、県顧問弁護

士への法律相談結果から、

設定に関しての強制力はな

いとのことである。このた

め、債務者への問題意識の

 管財課 

 

 



 

契約更新時に連帯保証人の設定を

要求するか、又は収入未済額に係

る債務の履行延期特約を結んで担

保を提供させるのが実務的である

と考える。 

高齢化した契約者については、

就労している子がいるのであれ

ば、早い段階で、子を連帯保証人

にして、子に土地貸付料の支払い

を意識づけるとともに、親に支払

遅延の兆候があれば、存命中に契

約を子に変更させるなどの措置を

図っていくことも収入未済額の増

加を食い止める手段として有効で

あると考える。 

提起として、設定の働き掛

けを行うこととした。 

平成 31 年度からの貸付

契約更新に際し、連帯保証

人を任意でつけることと

し、すべての契約者に対し

通知済。 

高齢化した契約者対策と

しては、滞納が発生しなく

とも、年１度は連絡をとり

契約者の状況を把握すると

ともに、必要に応じ、契約

者を子に変更するよう促し

ていく。 

意見 

オ 法的措置の実施の検討につい

て 

生活状況等を精査し、弁護士を

介入させたとしても費用対効果の

面から効果があると見込まれる高

額滞納者については、法的措置を

前提とした、弁護士による督促等

について実施を検討するべきであ

る。 

特に「（３）⑥高額滞納者の状

況」に記載した債務者Ａについて

は、悪質な契約者であることが伺

える。また、滞納金額も多額であ

り、今後も回収できる可能性は低

いと考えられ、現在、本人は契約

している土地に居住もしていない

ため、契約を締結し続ける理由も

希薄であることを踏まえ、早急に

法的措置に踏み切るべきである。 

Ｐ57 
措 置 

対応中 

 法的措置の実施について

は、今年度より候補者一名

を選定し、事務手続きを行

っていたところ、対象者と

面談を行った結果、一部債

務の支払いが受けられたた

め、一旦措置を取りやめ

た。今後再度滞納者の生活

状況を調査し、法的措置候

補者を検討する。 

債務者Ａについては、財

産調査を行ったところ、本

人は債務の返済を行う資力

がないことを確認している

が、同居家族の扶養及び別

居家族より金銭的支援があ

ることが判明したため、履

行延期の要件に当たる無資

力に該当するか調査中（貸

付契約は解除済）。 

H32.3 管財課 

Ｂ 税外未収金 

５ 生活保護費返還金等 

【賀茂健康福祉センター】 

意見 

(イ) 債務者に係る基礎状況調査

書の作成について 

ケース記録票を通覧することで

債務者の状況が分かる仕組みにな

っているが、債権回収が長期間に

P70 
措 置 

完 了 

債務者に関する情報及

び債権の内容や対応状況

等の基礎状況を表す書類

として、県の財産規則の

様式に則った「債権管理

 
生 活 

保護課 

 

 



 

わたるケースにおいては、ケース

記録票が数枚にわたるため、債務

者の現況が一目で把握しづらい。 

引継や、担当者以外が債務者の

現況を把握する際に、一目で本人

の現況が把握できる資料として、

基礎状況調査書を定期的に作成・

更新して債権管理簿ファイルの先

頭に綴じ込んでおくことが望まし

いと考える。 

簿」を各センター共通の

様式とし、個々の債権者

のファイルの先頭に綴っ

た。 

意見 

(エ) 債権管理における回収可能

性に応じた債権分類の方法につい

て 

返還金等の債権管理において、

色別スクリーニングを導入し、返

還金等の納付状況に応じて指導方

針や調査方針を定めることで、早

期回収の必要性がより高い債権に

ついて、回収管理の更なる重点化

を行う債権管理方針をとってい

る。 

現状は回収実績による債権分類

のみが検討されているが、年齢が

低いほど将来の回収見込は高く、

債権金額が高いほど回収費用に対

する効果が高いと考えられるた

め、例えば債務者の年齢による分

類や債権金額による分類を実施す

ることも考えられる。 

このような効率性の観点もスク

リーニングの分類判断基準に入れ

ることで、より有効な債権管理を

行うことも可能であり、検討が望

まれる。 

P71 
措 置 

完 了 

 色別スクリーニングで

は、債権の滞納期間によ

って色分けし、指導目標

（主に催告頻度）を定め

ている。ここに、分類判

断基準を追加することを

検討した。ところが色分

けという分類が１次元的

であり、複数の尺度を反

映させる手法としてそぐ

わない（相関のない複数

の尺度を１色にまとめて

示すことが難しい）こと

が分かった。 

しかし、色分けという

分類には債権と指導目標

の見える化という狙いが

あるため、手法として維

持すべきと考え、色別ス

クリーニングは現行の体

制を維持することとし

た。分類判断基準の追加

については、別の方法で

債権管理に反映する可能

性を検討し、以下①、②

のとおり、分析した。 

① 年齢による分類 

年齢が低い方が将来の

回収見込が高い。一方、

年齢が高いほど貸し倒れ

リスクが高いため、回収

を早期に行うことの効果

 
生 活 

保護課 

 

 



 

が大きい。いずれも早期

の催告が効率性が高いと

考えられることから、年

齢による催告の優先順位

はつけ難いと判断する。 

 しかし、年齢別の収入

状況に着目したとき、年

齢が低いほど就労収入を

得ている傾向がある。就

労収入を得ている被保護

者にあっては、収入認定

に当たり勤労控除が算定

されるため、１回の分割

納付額を高く設定できる

ことから、催告による回

収効果が高いといえる。 

② 債権金額による分類 

債権金額が高いほど回

収費用に対する効果が高

いとされているが、催告

により一括納付を期待で

きる場合はそのとおりで

ある。しかし、実際には

一括納付されることは稀

であり、債権金額の多寡

に関わらず少額の分割納

付となることがほとんど

であることから、債権金

額の多寡により一回の催

告による回収金額の差は

ほとんどなく、回収費用

に対する効果に大差はな

いと考えられる。 

 以上の分析から、分類

判断基準として「債務者

の就労収入の有無」によ

る分類基準により回収管

理の効率化を図ることと

し、債権管理マニュアル

に盛り込んだ。 

 

 



 

意見 

(オ) 生活保護費の返還に係る初

動対応について 

債務者のうち生活保護法第63 

条により保護費の返還を決定した

者について、不動産の売却の情報

を把握していたが受給者から不動

産売買契約書の入手ができなかっ

たために返還金の認定に３年以上

かかり、かつその後回収が行われ

ていないケースがあった。当該ケ

ースでは文書による提出指示やケ

ース診断会議が適時に実施されて

いなかった。 

受給者の健康状態など一定の配

慮が必要であった事実はあるもの

の、売却の情報を把握した早期の

段階で、受給者とのコミュニケー

ションをもっと密に行うべきであ

ったと考えられる。また、書類の

入手が困難な状況となった早い段

階で、文書催告やケース診断会議

を行い、場合によっては保護の停

止措置をとることが必要であった

と考えられる。 

P72 
措 置 

完 了 

資力具現化や収入未申

告の事実発覚後速やか

に、被保護者との接触、

事実確認や調査を行う。

収入が多額（50 万円以

上）に上るケースや調査

の長期化が見込まれるケ

ースについては事実発覚

後速やかにケース診断会

議を行い、実施機関内で

の情報共有を図るととも

に対応方針を決定する。 

案件により調査が長期

化する場合も迅速かつ継

続的な調査を行い、必要

に応じて訪問格付も見直

す。調査に協力が得られ

ない場合は法第 27 条に基

づき調査に協力する旨の

指導指示を行い、指導に

応じない場合は法第 28 条

ないし法第 62 条に基づき

保護の停止を検討する。 

また、以上のことを債

権管理マニュアルに盛り

込んだ。 

 
生 活 

保護課 

意見 

(カ) 回収可能性に応じた債権管

理の導入について 

「④独自の取組」に記載した色

別スクリーニングの取組について

は、他の健康福祉センターでは導

入されていない。今後、賀茂福祉

センターでの取組の効果を検証し

た上で、有用な管理方法であるこ

とが確認できれば、他の健康福祉

センターとも連携を図り導入を検

討することが望ましい。 

P72 
措 置 

完 了 

 賀茂健康福祉センター

における取組の効果を検

証した結果、取組の前後

での債権回収の件数や金

額の比較では、明確な増

加等の変化は見られてい

ないが、日常的な事務処

理において、色別シール

により視覚的にわかりや

すくなり、訪問調査にお

ける催告など、債権管理

が効率的であることか

ら、協議の結果、他の健

康福祉センターでも取り

入れた。 

 
地 域 

福祉課 

 

 



 

意見 

(キ) 健康福祉センター間の債権

管理方法の統一について 

 債権管理方法が健康福祉センタ

ーごとで異なり、統一性が見られ

なかった。 

健康福祉センター間の連携を図

り、各健康福祉センターで、他の

センターがどのような管理を実施

しているか協議する場を設け、そ

の中で最も有効かつ効率的な管理

方法を採用し、これらをとりまと

めて県の統一的な債権管理方針を

策定するべきである。 

P72 
措 置 

完 了 

債権管理方法の統一及

び共通のマニュアル作成

のため、各センターの査

察指導員と本庁との協議

の場を設け、課題の検討

と情報交換を行い、統一

の債権管理マニュアルを

策定した。 

また、今後は、この協

議の場を定期的に設け、

債権管理に関する課題の

解決や、効率的な債権管

理の情報交換を図ること

とした。 

 
地 域 

福祉課 

 

 



 

Ｂ 税外未収金 

５ 生活保護費返還金等 

【東部健康福祉センター】 

意見 

(ア) 債権管理簿の記載について 

債権管理簿を閲覧したところ、

履行期限は、債権発生当初に設定

された日付が記載されており、返

還計画表に基づく納入予定日が記

載されていなかった。債権管理を

より効果的に行うために、納入予

定日と実際の納入年月日との乖離

を確認できるよう、債権管理簿の

履行期限欄に納入予定日を記載す

る必要がある。 

また、債権管理簿には督促状や

催告状の発送など債務者との交渉

状況を記録することになっている

が、当初の督促状の記録がされて

いるのみで、その後の交渉状況が

記載されていないケースがあっ

た。各債務者の債権回収に関する

情報が、債権管理簿を見ても把握

できない状態である。債権管理を

より効果的に行うために、債権管

理簿に債務者との交渉状況を継続

的に記載する必要がある。 

P73 
措 置 

完 了 

分割納付を承認してい

る債務者については、分

割承認の際に作成する分

割返済計画書に基づく分

割納入予定日を債権管理

簿に記載する、又はその

写しを編綴し、納入予定

日と実際の納入日との乖

離を容易に把握できるよ

うにした。 

債務者との交渉状況に

ついては、ケース記録に

記載するとともに、債権

管理簿への裏書を行っ

た。過年度分について

も、確認できた事項につ

いて追記を完了した。 

 
生 活 

保護課 

意見 

(ウ) 債務者に係る基礎状況調査

書の作成について 

催告記録を通覧することで債務

者の状況が分かる仕組みになって

いるが、債権回収が長期間にわた

るケースにおいては、催告記録が

数枚にわたるため、債務者の現況

が一目で把握しづらい。 

引継や、担当者以外が債務者の

現況を把握する際に、一目で本人

の現況が把握できる資料として、

基礎状況調査書を定期的に作成・

更新して債権管理簿ファイルの先

頭に綴じ込んでおくことが望まし

いと考える。 

P74 
措 置 

完 了 

債務者の概要及び債権

の内容や対応状況等の基

礎状況を表す書類とし

て、県の財産規則の様式

に則った「債権管理簿」

を各センター共通の様式

とし、個々の債権者のフ

ァイルの先頭に綴った。  
生 活 

保護課 

 

 



 

意見 

(エ) 返還予定に応じた返還計画

の更新について 

今回調査対象となった20 件に

ついて、計画どおりの分割返済が

できていない状況であったが、随

時、返還計画の見直しが行われて

いなかった。長期間にわたって着

実に債権回収を図るためには、債

務者に、今後の返還予定を意識付

けることが重要であり、少なくと

も、当初の返還予定から大きく乖

離する状況になった場合は、返還

計画を更新し、債務者に返還誓約

書を提出させる必要があると考え

る。 

P74 
措 置 

完 了 

 債務者の返還状況につ

いては、債権管理簿を毎

月、担当員に回覧し、情

報の共有を図っている。 

 返還計画と大きな乖離

が生じている債務者のう

ち、保護受給中の債務者

については、訪問時に納

付催告を行うとともに、

返還計画の見直しについ

て説明し、返還誓約書を

提出させ、納付指導を行

った。 

 
生 活 

保護課 

意見 

(カ) 生活保護廃止者に対する債

権回収手続き等の強化について 

生活保護廃止者に対する未収債

権は、生活保護費の不正受給によ

るケースが多く、１件当たりの債

権金額も多額になる傾向にあるの

で、生活保護廃止者に対する債権

回収手続を強化する必要がある

が、本来債権回収は、ケースワー

カーの専門業務ではなく付随的な

業務であり、債権回収の専門ノウ

ハウも乏しいため、債権回収に詳

しい職員を配置するなど、人的な

面で、生活保護廃止者に対する債

権回収手続を強化することが望ま

しい。 

P75 
措 置 

完 了 

生活保護廃止となった

債務者については、①保

護廃止後の、関係を途切

れさせない取組、②債権

回収が進まない中での実

際の対応、の２つの側面

から、それぞれ次のよう

に対応していく。 

①廃止ケースとの接触の

希薄化を防ぐため、債務

者の最新の情報を確保し

た上で、こまめに連絡を

取り、本人の納付意識を

途切れさせないように働

きかける必要がある。こ

のため、債務者から債務

承認書を徴して債務を承

認させ、時効の中断によ

り債権の安定性を確保す

る。また、管内在住の者

に対しては、催告文書に

加え、１年に１回以上自

宅訪問を実施することと

し、より実効的な催告を

行うこととした。 

上記の内容を職員同士

で共有するとともに、手

 
生 活 

保護課 

 

 



 

順を明確化するよう、債

権管理マニュアルを整備

して所内職員に周知し

た。 

②生活保護の廃止は、収

入の増加により保護の要

否の判定において保護基

準を上回ったことによる

ものがほとんどで、生活

が裕福になっているわけ

ではない。また通常は強

制執行の対象となるよう

な資産なども保有してい

ないので、法的手段によ

る強制的な債権回収は実

質的に困難である。債権

回収は生活費のやりくり

による分納が多くなる。

このような中で納付を進

めるためには、定期的な

分納を着実に進めていく

ことが唯一の方法とな

る。 

その対応として、他の

健康福祉センターにおい

て受給者の債権を対象に

試行されている回収可能

性に応じた回収の重点化

について検討したが、生

活保護廃止者に対して

は、債務者の生活状況を

把握している保護担当職

員が継続的に関わり、

個々の生活の状況に応じ

た分納を進める方法が最

も効果的と考えられるこ

とから、ケースごとに適

切に回収手続を進めてい

くこととした。 

また、債権回収を専門

とする職員の配置を含め

たマンパワーの充実につ

 

 



 

いて検討したが、仮に専

門ノウハウを持った職員

が回収を行ったとして

も、債務者が元被保護者

であることから生じる接

触や回収の困難さに加

え、前述のようにほとん

ど資産を有しない債務者

に対しては、法的手段に

よる強制的な債権回収は

実質的に困難であること

から、保護担当職員のス

キルアップや業務の割振

りにより効率的な回収に

努めることとした。 

Ｂ 税外未収金 

５ 生活保護費返還金等 

【中部健康福祉センター】 

意見 

(イ) 債務者に係る基礎状況調査

書の作成について 

催告記録を通覧することで債務

者の状況が分かる仕組みになって

いるが、債権回収が長期間にわた

るケースにおいては、催告記録が

数枚にわたるため、債務者の現況

が一目で把握しづらい。 

引継や、担当者以外が債務者の

現況を把握する際に、一目で本人

の現況が把握できる資料として、

基礎状況調査書を定期的に作成・

更新して債権管理簿ファイルの先

頭に綴じ込んでおくことが望まし

いと考える。 

P77 
措 置 

完 了 

債務者の概要及び債権

の内容や対応状況等の基

礎状況を表す書類とし

て、県の財産規則の様式

に則った「債権管理簿」

を各センター共通の様式

とし、個々の債権者のフ

ァイルの先頭に綴った。  福祉課 

 

 



 

Ｂ  税外未収金 

６ 看護職員修学資金返還金 

意見 

エ 徴収停止による不納欠損処分

の実施について 

債権管理簿を閲覧したところ、

滞納者の中には10 年以上入金実

績がなく、かつ本人との連絡がつ

かない債務者が存在した。 

10 年以上入金がなく、かつ、

所在も不明な債務者については、

今後の管理コスト等を考慮すると

徴収停止の手続を行った上で、不

納欠損処分を実施することを検討

するべきである。 

P84 
措 置 

対応中 

住基ネットの活用によ

り、すべての債務者の所

在を把握している。 

 今年度より新たに、専

門的な知識と経験を有す

る債権回収管理会社に業

務委託し、債務者に連絡

し た 結 果 、 ９ 人 か ら

1,727 千円を回収した。 

今後も、債権回収業務

委託先と綿密に連携し回

収を進めていくが、なお

債権回収が困難な場合に

は、債権放棄及び不能欠

損処分の実施を検討する

こととした。 

H32.3 
地 域 

医療課 

Ｂ  税外未収金 

７ 中小企業高度化資金 

意見 

ア 不納欠損処分の実施について 

債権管理に係るコストの面から

は、今後に発生する債権回収コス

トが債権の回収見込額を上回る場

合、債権を不納欠損処分して、今

後に発生するコストを削減するこ

とが望ましいことから、債権管理

コストを考慮した上で、時効期間

を経過している等の要件を満たし

た事案については、積極的に不納

欠損処分を行うべきと考える。 

Ｐ89 
措 置 

対応中 

 未収債権の債務者、連

帯保証人及び相続人に対

して、所在調査・財産調

査及び納付交渉を進めて

いる。 

 当該債務者との接触の

結果、回収コストが回収

見込額を上回ると判断さ

れる債権については、法

令等の要件を満たすこと

を確認した上で、権利放

棄及び不納欠損処分を適

切かつ積極的に行ってい

く。 

H32.3 
商 工

金融課 

Ｂ  税外未収金 

11 教育奨学金返還金 

意見 

ウ 外部委託先の利用期間につい

て 

債権回収の外部委託について、

新規貸付関連の事務処理や外部委

託に係る事務処理に時間を要する

ため、年度当初から数か月間、外

P118 
措 置 

対応中 

 平成 29 年度は、前年度

よりも１か月早い７月中

に契約を締結した。 

 平成 30 年度はプロポー

ザル方式による業者選定

を行ったことから、契約

H31.6 
高 校 

教育課 

 

 



 

部委託を行っていない期間が生じ

ている。 

外部委託の期間が長ければ長い

ほど、電話や臨宅等の催告による

債務者への接触機会が増加し、債

権回収が進むことが見込まれるた

め、毎年度、できる限り早い時期

に、外部委託先と契約することが

望ましいと考える。 

月は８月となったが、例

年よりも効率の良い債権

回収業務となっている。 

 平成 31 年度も引き続

き、業者選定の際はプロ

ポーザル方式を取り入

れ、より効率の良い債権

回収業務を実施してい

き、６月に契約締結予定

である。 

 

 

 

 


